
 香南地域の道の駅に係る官民連携再整備事業に関する事業契約を締結したので、民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）

第１５条第３項の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和８年６月３０日 

 

高松市長 大西秀人      

  



事業契約の主な内容について 

 

１ 事業名称 

  香南地域の道の駅に係る官民連携再整備事業 

 

２ 公共施設等の名称及び立地 

  道の駅 香南楽湯 

  高松市香南町横井地内 

 

３ 公共施設の管理者 

  高松市長 大西 秀人 

 

４ 事業者の商号又は名称 

  （代表企業）            （構成員） 

高松市朝日新町１７番１５号      高松市中間町８６９番地１ 

  株式会社 創裕            株式会社 木村建設 

  代表取締役 川北 祐一郎       代表取締役 木村 直樹 

 

５ 公共施設等の整備等の内容 

  道の駅 香南楽湯の改修に係る設計、工事及び工事監理業務 

   ① 屋根・外壁の改修 

② 空調機器（全面）の更新 

③ 中央制御盤の更新 

④ その他不具合箇所の更新 

⑤ 地域振興施設の機能を拡充・向上させる施設の改修 

※  ④、⑤については、事業者の提案による。 

附属施設の解体及び駐車場整備に係る設計、工事及び工事監理業務 

① 香南地域保健活動センター、香南朝市、香南楽湯南側の屋外階段及び  

ATM 棟の解体 

② ①の実施後、同敷地での駐車場整備（40 台程度の駐車場整備を実施する。） 

  

６ 契約期間 

  令和８年６月３０日から令和２５年３月３１日まで 

 

７ 契約金額（消費税及び地方消費税を含む。） 

  金５１０，８８４，０００円 



８ 運営権対価の額（消費税及び地方消費税を含む） 

 金１５，０００，０００円 

 

９ 事業の継続が困難となった場合における措置及び契約終了時の措置に関する事項 

  事業の継続が困難となった場合における措置及び契約終了時の措置に関する事項

は、「事業契約書」の次の条項のとおりである。 

 

≪※ 契約書の抜粋を記載≫ 

 

第９４条 （事業者事由による解除） 

１ 事業契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次の各号に掲げる事由が発生した場

合、本市は、事業者に対して是正勧告等の指示を行い、期間を定めて改善案を提出及び

実施を求める。この場合において、事業者が定められた期間内に改善できなかった場合

は、書面により通知した上で、事業契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）PFI 法第 29条第１項第１号に規定する事由が生じたとき。 

（２）事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取締

役会でその申立てを決議したとき又は第三者（事業者の取締役を含む。）によ

ってその申立てがなされたとき。 

（３）事業者が事業契約に基づいて本市に提出した報告書に重大な虚偽記載を行った

とき。 

（４）別紙５（モニタリングについて）に定める解除事由が発生したとき。 

（５）事業者が、①正当な理由なく、事業契約に従い各業務に着手すべき期日を過ぎ

ても各業務に着手しないとき、②事業契約に定める対象施設の整備期間内に完

成しないとき若しくは対象施設の整備期間経過後相当の期間内に工事を完成す

る見込みがないと認められるとき、又は③事業者の責めに帰すべき事由により

事業者の財務状況が著しく悪化し、事業者が事業契約に基づき本事業を継続的

に実施することが困難であると本市が合理的に認めたとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、事業者が事業契約に違反し（ただし、本市から 30

日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたに

もかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は事業契約の履

行が不能となった場合に限る。）、その違反により事業契約の目的を達すること

ができないと本市が認めたとき。 

２ 次の各号に掲げる者が事業契約を解除した場合は、前項の規定により事業契約が解除

された場合とみなす。 

（１）事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16

年法律第 75 号）の規定により選任された破産管財人 



（２）事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成

14 年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

（３）事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第 99条（運営権及び指定管理者の指定の取消し）に基づく運営権の取消しについ

て、行政手続法（平成５年法律第 88 号）その他適用法令の規定により聴聞が必要であ

る場合には、前項に基づく解除に先立ち聴聞を実施するものとする。 

 

第９５条 （本市の任意による解除、本市事由による解除） 

１ 本市は、本施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを

得ない必要が生じた場合又はその他本市が合理的に必要と認める場合には、６ヶ月以上

前に事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

２ 本市の責めに帰すべき事由により、本市が事業契約上の本市の重大な義務に違反し、

本事業の実施が著しく困難になった場合において、事業者から６か月以上の当該不履行

を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に

当該不履行が是正されないとき又は事業契約の履行が不能となったときは、事業者は、

解除事由を記載した書面を本市に送付することにより、事業契約の全部又は一部を解除

することができる。 

 

第９６条 （法令改正・不可抗力による解除） 

事業契約の締結後における法令改正又は不可抗力の発生により、次の各号に掲げるいず

れかの事由に該当する場合には、本市又は事業者は、相手方と協議の上、事業契約の全部

又は一部を解除することができる。 

（１）本事業の継続が困難と判断したとき。 

（２）事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。 

 

第９７条 （対象施設の整備業務の完了前の解除） 

１ 解除事由の如何を問わず、対象施設の整備業務の完了前に事業契約が解除された場合

において、対象施設の整備業務の出来形部分が存在するときは、本市は、対象施設の整

備業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分（以下この項において「合格

部分」という。）の引渡しを受けて、合格部分に相応する対象施設の整備業務費を一括

又は分割により事業者に支払う。 

２ 前項の場合において、本市は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に

通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができ、当該検査及び復旧に直接

要する費用は、事業者の負担とする。 



３ 第１項の規定にかかわらず、対象施設の整備業務の完了前に第 94 条（事業者事由に

よる解除）の規定により事業契約が解除された場合において、原状回復することが社会

通念上合理的であって本市が請求したときには、事業者は、本施設を原状回復の上、本

市に返還しなければならない。 

４ 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を講

じないときは、本市は、事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用

を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、本市の処分について異議を申

し出ることができない。 

 

第９８条 （対象施設の整備業務の完了後の解除） 

本市及び事業者は、対象施設の整備業務の完了後は、事業契約のうち対象施設の整備期

間に係る部分を解除することができず、対象施設の運営等期間後の部分のみを解除するこ

とができる。 

 

第９９条 （運営権及び指定管理者の指定の取消し） 

第 94条（事業者事由による解除）、第 95条（本市の任意による解除、本市事由による

解除）又は第 96 条（法令改正・不可抗力による解除）に基づき事業契約の全部又は一部

が解除された場合、PFI 法第 29 条第１項の規定に従い、本市は運営権を取り消し、か

つ、解除された本施設等に係る指定管理者の指定を取り消すものとする。 

ただし、運営開始日までに事業契約の全部又は一部が解除された場合、第 62 条（公共施

設等運営権の設定及び効力発生）第１項に定める運営権の設定及び本施設等に係る第 65

条（指定管理者の指定）に定める指定管理者の指定は、効力を生じない。 

 

第１００条 （事業終了時の引継ぎ等） 

１ 事業者は、理由の如何を問わず、事業期間の終了に際して、要求水準書等に従って引                                  

継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。 

２ 事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者は自らの費用負担において、当該引

継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。 

 

第１０１条 （利用料金の引継ぎ等） 

１ 利用料金収入は、本施設等の利用に供する年度の会計に属するものとする。 

２ 利用料金収入のうち、本施設等の利用に供する年度が事業期間の終了後となるものに

ついては、前受金として、事業者は、本市又は本市の指定する者に引き継がなければな

らない。 



第１０２条 （本施設等の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償） 

１ 事業者は、理由の如何を問わず、事業期間の終了に際して、本施設等が要求水準書に

適合した状態で、かつ事業契約の終了日から１年以内の劣化による修繕及び更新を要し

ない状態で、本市に本施設等を引き渡さなくてはならない。本市及び事業者は、かかる

引渡しに先立ち、本施設等の検査を行い、これが要求水準書に適合した状態であること

につき双方合意の上で、かかる引渡しを行うものとする。 

２ 事業期間の終了に際して、本市の所有に属する事業者の行った本施設等の追加投資の

対象部分がある場合、①当該追加投資に先立ち、本市が当該追加投資を行うことに同意

し、この項に基づく補償の対象とすることを事業者に通知したものについては、本市

は、事業期間の終了時点における当該追加投資の対象部分の簿価相当額（もしあれば）

を事業者に補償するものとし、②それ以外の追加投資の対象部分については、かかる補

償は行われないものとする。 

３ 第１項に基づき引き渡された本施設等につき、その運営期間中において既に存在して

いた契約不適合（ただし、運営開始日において既に存在していたものを除く。また、第

71 条（本施設等の追加投資）に定める追加投資及び第 20 条（事業終了時のモニタリン

グ）に定める修繕を行った上で生じる経年劣化は含まれない。この項において以下同

じ。）があるときは、事業期間の終了日から１年以内に本市が事業者に通知した場合に

ついては、事業者は修補等により生じた費用を負担するものとする。 

４ 前項により通知されたものを除き、第１項に基づき引き渡された本施設等につき契約

不適合があった場合、事業者は本市に対して一切責任を負わない。 

 

第１０３条 （契約終了による事業者所有資産の取扱い） 

１ 事業期間の終了に際して、事業者の所有する各資産については次のように取り扱う。

なお、いずれの場合においても、本市又は本市の指定する者が資産を買い取る場合、事

業者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもってこれを保管するも

のとする。 

（１）本事業について事業者が所有する不動産 

本市又は本市の指定する者が当該不動産について買取を希望する場合、本市

又は本市の指定する者が、時価にて、事業者からその所有する不動産の全部又

は一部を買い取ることができ、事業者はこれに応じるものとする。なお、本市

が本事業の実施者を新たに選定する場合、本市は当該実施者をして、本市又は

当該実施者が本事業の実施にあたり必要と判断した範囲で当該不動産の全部又

は一部を時価にて事業者から買い取らせるものとする。 

（２）前号の資産以外の資産 

本事業の実施のために事業者が保有する資産（前号により買取の対象となっ

た資産を除く。）は、全て事業者の責任において処分しなければならない。た



だし、本市又は本市の指定する者が必要と認めた場合には、事業者は、当該資

産を時価で本市又は本市の指定する者に売却しなければならない。 

（３）前各号の規定にかかわらず、第 73 条（事業者の保有資産等の追加投資）に定

める保有資産等であって、当該保有資産等に係る追加投資に先立ち、本市が当

該追加投資を行うことに同意し、本号に基づく買取の対象とすることを事業者

に通知したものについては、本市は、自ら又は本市の指定する者をして事業期

間の終了時点における簿価相当額でこれを買い取り、事業者はこれを売り渡す

ものとする。 

２ 前項各号に基づき本市又は本市の指定する者による資産の買取が行われる場合におい

て、当該買取者が必要と認めた場合には、事業者は、当該資産に関連して自らが締結し

ている契約を当該買取者に承継するために必要な措置を講ずる。 

３ 第１項各号に基づき本市又は本市の指定する者による資産の買取が行われる場合にお

いて、本市又は本市の指定する者による事業者への各買取対価の支払は、本市又は本市

の指定する者が本施設等の引渡しを受けた日又は第１項各号に基づき買い取った資産の

引渡しを受けた日のいずれか遅い日から６ヶ月を経過した日以降速やかに行うものとす

る。ただし、当該支払日の到来より前に、本市又は本市の指定する者が次項に定める契

約不適合責任に基づき損害賠償請求を行った場合、本市又は本市の指定する者は、各買

取対価の支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当

額で相殺することができる。この場合、本市又は本市の指定する者は、当該相殺が実行

され、又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒

むことができる。 

４ 前条（本施設等の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償）第２項及び第３項の規

定は、前３項により本市又は本市の指定する者が買い受けた資産について準用する。 

 

第１０４条 （違約金） 

１ 第 94条（事業者事由による解除）の規定により事業契約が解除された場合には、事

業者は、次の各号に掲げる解除時点の区分に応じて、当該各号に定める額を違約金とし

て本市の指定する期限までに支払わなければならない。 

（１）対象施設の整備業務の完了前 

サービス購入料（消費税等を含む。）の 10 分の１に相当する金額 

（２）対象施設の整備業務の完了後 

当該年度の維持管理業務及び運営業務の年度業務計画書に記載された維持管

理・運営費（消費税等を含む。）の年額の 10分の１に相当する金額 

２ 前項の場合において、事業者は、当該解除に起因して本市が被った相当因果関係の範

囲内にある損害額（第 100 条（事業終了時の引継ぎ等）に基づく引継ぎを行う先の選定



及び当該引継ぎ先への引継ぎに関して本市が負担する一切の費用を含む。）が違約金の

額を上回るときは、その差額を、本市の請求に基づき支払わなければならない。 

３ 第１項の場合において、第 10条（契約の保証）の規定により契約保証金の納付又は

これに代わる担保の提供が行われているときは、本市は、当該契約保証金又は担保をも

って同項の違約金に充当することができる。 

 

第１０５条 （損失補償） 

１ 第 95条（本市の任意による解除、本市事由による解除）第１項の規定により事業契

約が解除された場合には、PFI 法第 30条の規定に基づき、事業者は、当該解除に起因

して事業者に生じた合理的な範囲の費用及び通常生ずべき損失（ただし、事業者の逸失

利益については２年分を上限として本市と事業者で協議して定める。）の補償を求める

ことができる。 

２ 第 96条（法令改正・不可抗力による解除）の規定により事業契約が解除された場合

には、当該解除に起因して本市又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負担

とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。ただし、当該解除まで

に生じた費用のうち第 89条（法令変更）第４項第１号及び第 91条（不可抗力）第５項

及び第６項に定める費用並びに当該解除に起因して事業者に生じた合理的な範囲の費用

については本市の負担とする。 

３ 前２項にかかわらず、事業契約が解除された場合の追加投資の対象部分及び事業者の

保有資産等の取扱いは第 102 条（本施設等の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補

償）第２項及び第 103 条（契約終了による事業者所有資産の取扱い）の規定によるもの

とし、同各規定による補償又は買取対価の支払のほかに、本市は、追加投資の対象部分

及び事業者の保有資産等について事業契約の解除までに事業者に生じた費用を負担しな

いものとする。 

 


